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国
民
健
康
保
険
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す�

���

　
平
成
21
年
１
月
と
平
成
21
年
４
月
か
ら
国

民
健
康
保
険
制
度
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
す
。�

�

①
　
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
の
自
己
負
担

　
　
割
合�

　
現
在
、
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
が
１
割

の
方
は
、
平
成
21
年
４
月
か
ら
平
成
22
年

３
月
ま
で
引
き
続
き
１
割
負
担
に
据
え
置
か

れ
、
平
成
22
年
４
月
か
ら
２
割
負
担
（
現
役

並
み
所
得
者
は
３
割
負
担
の
ま
ま
で
す
）
に

変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

　
た
だ
し
、
８
月
に
前
年
の
所
得
を
基
に
負

担
割
合
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。�

※
　
高
齢
受
給
者
証
に
は
、
自
己
負
担
割
合

　
　
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
療
を
受
け
る

　
　
と
き
に
は
、
保
険
証
と
一
緒
に
忘
れ
ず

　
　
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。�

�

②
　
出
産
育
児
一
時
金
の
加
算�

　
平
成
21
年
１
月
か
ら
、
産
科
医
療
補
償
制

度
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
の
制
度
に
加
入
す
る
医
療
機
関
等
で

出
産
し
た
場
合
、
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給

額
（
35
万
円
）
に
加
算
が
さ
れ
ま
す
。�

・
加
算
額
　
３
万
円�

���

③
　
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
の
保
険
税
の

　
　
徴
収
に
つ
い
て�

　
国
民
健
康
保
険
税
が
年
金
か
ら
の
天
引

き
と
な
る
方
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
要
件
な

し
で
申
し
出
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。�

�

④
　
75
歳
に
な
る
月
の
高
額
療
養
費
の
自
己

　
　
負
担
限
度
額�

　
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
部
分
が
支
給
さ
れ
る

高
額
療
養
費
制
度
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

75
歳
に
な
る
月
は
、
誕
生
日
に
国
民
健
康
保

険
か
ら
長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
制
度
に

移
行
す
る
た
め
、
両
方
の
制
度
そ
れ
ぞ
れ
で

自
己
負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
、
負
担
が
倍

増
す
る
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。�

　
こ
れ
を
元
に
戻
す
た
め
、
平
成
21
年
１
月

か
ら
、
75
歳
に
な
る
月
に
限
っ
て
、
国
民
健

康
保
険
税
と
長
寿
医
療
制
度
そ
れ
ぞ
れ
の
自

己
負
担
限
度
額
を
２
分
の
１
ず
つ
と
し
、
二

つ
を
合
わ
せ
て
も
そ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い

負
担
に
な
り
ま
す
。�

　
こ
の
措
置
は
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
12
月

診
療
分
に
も
遡
っ
て
適
用
さ
れ
ま
す
。�

鳥取県後期高齢者医療懇話会�
公募委員募集�

人権教育推進員が�
決まりました�

就学校の変更について�
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2009.2月号�

募　集�おしらせ� �

�

�

　小中学校へ入学、または在学する

児童･生徒は、本人の住所地の属す

る校区の学校に通学することにな

っていますが、保護者の申立により、

教育委員会が事由相当と認めると

きは、指定した小学校、または中学

校を変更することができます。�

※　希望される方は南部町教育委

　　員会へご相談ください�

 お問い合わせ先�

　教育委員会事務局（天萬庁舎）�

　℡ 64-3787�

�

�

�

�

　軽自動車税は、原付・農耕車・軽

自動車・二輪などを４月１日に所有

（使用）している方に課税されます。�

　スクラップなど廃棄処分された

方、譲渡して現在所有していない方

はそのままにしておくと、いつまで

も税金がかかります。お早めに廃車

または名義変更などの手続きをし

ましょう。�

 手続き・お問い合わせ先�

○　原付（125cc以下）・農耕車等�

　　税務課（法勝寺庁舎）�

　　℡ 66-4802�

○　軽自動車（２輪、３輪、４輪）�

　　鳥取県軽自動車協会�

　　℡ 0857-28-7021�

○　二輪の小型自動車（250cc超）�

　　中国運輸局鳥取支局�

　　℡ 0857-22-4154�

　※軽自動車・二輪の小型自動車は

　　販売会社でも手続きができま

　　す。�

�

�

�

�

　鳥取県の後期高齢者医療制度に

ついて、皆さまのご意見を伺うため

に設置する鳥取県後期高齢者医療

懇話会の委員を募集します。�

■募集人員／６名�

■任期／平成21年４月１日から�

　　　　平成23年３月31日まで�

■応募資格／鳥取県後期高齢者医

　療広域連合の被保険者（平成21

　年４月１日現在）の方�

■応募期間／２月25日から�

　　　　　　３月16日（必着）�

■活動／東伯郡湯梨浜町で開催す

　る年２、３回程度の懇話会に出席

　し、後期高齢者医療制度について

　検討し、意見を述べる�

■謝礼等／１回あたり謝金5,000円

　と交通費相当額（費用弁償）�

■応募方法／応募用紙に必要事項

　を記載し、郵送、FAX、電子メ

　ール、持参いずれかの方法で提出

　してください。�

※応募用紙は広域連合ホームペー

　ジからダウンロードできるほか、

　広域連合事務局、南部町健康管理

　センターすこやかで配布してい

　ます。�

 お問い合わせ先�

　鳥取県後期高齢者医療広域連合�

　℡ 0858-32-1097�

　FAX 0858-32-1067�

　http://www.koureikouiki-tottori.jp/�

�

廃車・名義変更などの�
手続きはお早めに！�

要保護･準要保護就学援助�
についてお知らせします�

�

�

�

�

　昨年12月に公

募した、人権問

題の学習活動を

行う人権教育推

進員が決まりま

した。�

　新しい推進員は新井則子さん（宮

前二）です。皆さんのところへ積極

的に出かけていきたいと思います。

よろしくお願い致します。�

 お問い合わせ先�

　町民生活課人権施策室（天萬庁舎）�

　℡ 64-3781�

�

�

�

�

�

　南部町では、小中学校へ通学して

いる児童、生徒のいる経済的にお困

りの世帯を支援する就学援助があ

ります。�

■対象となると思われる世帯／�

①生活保護を受けている世帯、また

　は生活保護が停止、または廃止と

　なった世帯�

②市町村民税の非課税世帯、固定資

　産税の減免･国民年金の掛金の免

　除を受けている世帯�

③保護者が倒産、病気等の理由によ

　り失業し、収入が著しく減った世帯�

※上記に該当しても、世帯の収入状

　況により、援助の対象とならない

場合があります�

 お問い合わせ先�

　教育委員会事務局（天萬庁舎）�

　℡ 64-3787

新井則子さん�

お問い合わせ先�健康福祉課（すこやか）　℡ 66-5522、FAX 66-5523

70歳以上75歳未満の方の通常の自己負担限度額（月額）�

75歳になる月の自己負担限度額（月額、国民健康保険と長寿医療それぞれで適用）�

（※１）　平成22年４月から24,600円に変更される予定です�

（※２）　平成22年４月から62,100円（4回目以降は44,400円）に変更される予定です�

外来�

（個人単位）Ａ�

外来＋入院�

（世帯単位）Ｂ�

一般� （※１）　12,000円� （※２）　44,400円�

現役並み所得者� 44,400円� 80100円＋（医療費-267,000）×1%�

低所得者Ⅱ� 8,000円� 24,600円�

低所得者Ⅰ� 8,000円� 15,000円�

外来�

（個人単位）Ｃ�

外来＋入院�

（世帯単位）Ｄ�

外来＋入院�

（世帯単位）Ｂ�

一般� 6,000円� 22,200円� 44,400円�

現役並み所得者� 22,200円�
40,050円＋�

（医療費-133,500円）×1%�

80,100円＋�

（医療費-267,000）×1%�

低所得者Ⅱ� 4,000円� 12,300円� 24,600円�

低所得者Ⅰ� 4,000円� 7,500円� 15,000円�

あら　い　のり　こ�

������

　
　
　
　
　
　
さ
い�

�

　
　
　
　
　
　
　
　
い
り
ょ
う�

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
　
　
　
お�

��

へ
ん
こ
う�

��

　
　
　
　
こ
う
れ
い�

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
っ
し
ょ�

���

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
ょ
う�

�����

����

　
　
　
ち
ょ
う
し
ゅ
う�

��

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
り
か
え�

������

　
　
　
　

り
ょ
う
よ
う�

�

　
　
　
　
　
　

ち
ょ
う
じ
ゅ�

���

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ど�

�����

　
　
　
　
　
　
　

そ
　
ち�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
の
ぼ�


